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都市計画マスタープラン 
環境基本計画 
地域防災計画      等 

【関連計画】 

安心・成長・自立自尊の埼玉へ 

埼玉県５か年計画 

埼玉県地域防災計画 

埼玉県環境基本計画 等 

狭山市緑の基本計画 

狭山都市計画 

都市計画区域の整備、 

開発及び保全の方針 

第４次狭山市総合計画 

狭山市 埼玉県 

第１章 序論 

１ 緑の基本計画とは 

緑の基本計画は、都市緑地法第４条「緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画」に基づき、

主に緑地の保全や公園等の整備、公共施設及び民間施設などを対象とする都市緑化の推進、緑化

活動への市民参加の促進などを含んだ、緑に関する基本的な方針を定める計画です。 

 

２ 計画策定の趣旨 

本市の緑の基本計画は、平成１０年３月に策定し、その後、平成１５年度に一部改訂を行い、

平成３２年を計画の最終目標年度（平成１７年度を短期、平成２２年度を中期）として、緑に関

する施策に取り組んできました。 

この間、本格的な人口減少・少子高齢社会の到来、長引く経済の停滞といった社会経済状況の

変化や、自然災害の相次ぐ発生など、本市を取り巻く環境は大きく変化しています。 

一方、これまでの計画は、策定時の社会的気運を反映して、積極的な緑の整備・拡充を目標と

して設定してきましたが、近年の社会経済情勢から、現行の計画の中の目標や方針が現状とそぐ

わなくなっているなど、計画どおりに事業を進めることが困難となっています。 

こうしたことから、前計画の短中期的な目標年度を経過した中で、本市を取り巻く社会経済情

勢の変化に対応し、現在の課題の解消に向けて取り組むべき施策を設定するために、第４次狭山

市総合計画の策定を踏まえ、新たに狭山市緑の基本計画を策定するものです。 

 

３ 計画の位置づけ 

本計画は、第 4 次狭山市総合計画前期基本計画を上位計画として、策定したものです。 
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